
　は問い合わせ先です

D o you know?

く
ら
し
の
ヒ
ン
ト

1�1�

「
当
市
で
も
税
金
の
還
付
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
が
発
生
し
ま
し
た
」

問
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

　

0
２
２
︱

０
７
８
３

　
（
相
談
日　

月
・
水
・
金
９
時
～
16
時
）

お　

な　

や　

み

　

軽
自
動
車
や
原
付
き
バ
イ
ク
、
農
耕

車
な
ど
は
、
４
月
１
日
現
在
で
登
録
さ

れ
て
い
る
方
に
一
年
分
の
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
（
※
）。

　

現
在
使
用
し
て
い
な
い
軽
自
動
車
な

ど
を
お
持
ち
の
方
は
、
３
月
ま
で
に
廃

車
手
続
き
を
行
う
と
平
成
19
年
度
か
ら

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に
手

続
き
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
ご
不
明
な
点
や
詳
細
に
つ
い
て
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
月
割
り
で
課
税
さ
れ
た
り
、
還
付
さ

れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
車
両
ご
と
の
問
い
合
わ
せ
先

●
原
付
き
バ
イ
ク
や
農
耕
車
な
ど

　

税
務
課
総
務
係
（
市
庁
舎
１
階
）

　

0
２
２
︱
１
３
１
３

●
軽
自
動
車
や
軽
二
輪
な
ど

　

宮
城
県
軽
自
動
車
協
会

　

0
０
２
２
︱
２
３
２
︱
５
７
２
４

●
二
輪
小
型
自
動
車

　

東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局

　

0
０
５
０
︱
５
５
４
０
︱
２
０
１
１

●
特
別
障
害
者
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
著
し
く
重
度
の

障
害
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い

て
特
別
の
介
護
を
常
時
必
要
と
す
る
、

在
宅
の
20
歳
以
上
の
方
に
対
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

●
障
害
児
福
祉
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度
の
障
害
が

あ
る
た
め
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
、
在
宅
の
20
歳
未

満
の
方
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
手
当
月
額

・
特
別
障
害
者
手
当　

２
６
、４
４
０
円

・
障
害
児
福
祉
手
当　

１
４
、３
８
０
円

　

各
手
当
と
も
、
本
人
や
扶
養
義
務
者

の
所
得
な
ど
に
よ
り
支
給
が
停
止
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

必
要
書
類
は
福
祉
事
務
所
に
備
え
付

け
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
福
祉
事
務
所

社
会
福
祉
係（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
係

　

0
２
２
︱
１
４
０
０

　

２
月
15
日
現
在
、
市
内
で
は
既
に
３

件
の
建
物
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

火
災
に
よ
る
死
者
の
大
半
は
住
宅
火

災
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
要
因
と
し
て

逃
げ
遅
れ
や
発
見
の
遅
れ
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
こ
の
た
め
、
対
策
と
し
て
消
防

法
が
平
成
16
年
に
改
正
さ
れ
、
新
築
住

宅
は
昨
年
６
月
１
日
か
ら
、
既
存
住
宅

は
平
成
20
年
５
月
31
日
ま
で
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
具
の
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
尊
い
人
命
や
大
切
な
財
産

を
奪
う
火
災
の
予
防
に
は
、
一
人
ひ
と

り
の
注
意
が
何
よ
り
大
切
で
す
。
こ
の

機
会
に
ご
家
族
で
ぜ
ひ「
火
災
の
予
防
」

に
つ
い
て
再
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
仙
南
地
域
広
域
行
政
事
務
組
合

　

白
石
消
防
署　

0
２
５
︱
２
２
５
９

　

次
の
こ
と
に
注
意
し
て
防
火
意
識
を

高
め
、大
切
な
森
林
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
枯
れ
草
な
ど
が
あ
り
、火
災
の
発
生
し

や
す
い
場
所
で
は
た
き
火
を
し
な
い
。

②
た
き
火
を
し
た
後
は
完
全
に
消
火
す
る
。

③
強
風
時
や
乾
燥
時
に
は
、
た
き
火
や

火
入
れ
を
絶
対
に
行
わ
な
い
。

④
火
入
れ
実
施
時
は
必
ず
許
可
を
受
け
る
。

⑤
た
ば
こ
は
指
定
場
所
で
喫
煙
し
、吸
い

殻
は
必
ず
消
し
て
灰
皿
に
入
れ
る
。

⑥
火
遊
び
は
し
な
い
。

問
農
林
課　

0
２
２
︱
１
２
５
３

●
対
象　

市
内
に
１
年
以
上
居
住
す
る

方
の
お
子
さ
ん
で
、高
校
以
上
の
学
校
お

よ
び
こ
れ
と
同
等
の
学
校
に
在
学
す
る

学
生
。学
術
優
秀
で
品
行
方
正
、心
身
と

も
に
健
全
で
あ
り
、経
済
的
事
由
で
学
資

支
弁
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
要
件
で
す
。

●
区
分　

①
大
学
･
短
大
な
ど
（
月
額

２
万
５
千
円
）、②
高
校（
月
額
１
万
５
千
円
）

●
定
員　

①
②
と
も
５
名
程
度

※
申
請
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ほ
か
の
奨
学
金
を
受
け
て
い

る
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
請
手
続
き　

教
育
委
員
会
で
配
布

し
て
い
る
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
Ⓐ
学
校
長
の
推
薦
書
、
Ⓑ
在
学

証
明
書
、
Ⓒ
成
績
証
明
書
を
添
え
て
教

育
委
員
会
管
理
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
（
Ⓐ
Ⓑ
は
４
月
１
日
以
降
に
発
行
さ

れ
た
も
の
に
限
り
ま
す
）。
郵
送
不
可
。

●
申
請
受
付
期
間
（
土
・
日
を
除
く
）

　

４
月
２
日（
月
）～
４
月
27
日（
金
）

問
教
育
委
員
会
管
理
課

　

0
２
２
︱
１
３
４
１

　

平
成
19
年
度
内
に
満
70
歳
を
迎
え
る

方
（
昭
和
13
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
方
）
は
、
誕
生
日
を
待
た
ず
に
全

員
が
４
月
か
ら
申
請
・
ご
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
対
象
者　

満
70
歳
以
上
の
ミ
ヤ
コ
ー

バ
ス
（
青
根
線
お
よ
び
七
ヶ
宿
線
）
利

用
者

●
利
用
期
間　

４
月
～
来
年
３
月

●
乗
車
券
交
付
枚
数　

１
カ
月
４
枚

●
手
続
き
日
時
お
よ
び
場
所

●
手
続
き
に
必
要
な
物　

印
鑑

■
市
民
バ
ス
「
き
ゃ
っ
す
る
く
ん
」
乗

車
時
は
「
ほ
っ
と
♨
き
ゃ
っ
す
る
パ

ス
」
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
！

　

市
で
は
、
３
月
末
ま
で
に
満
70
歳
以

上
の
方
全
員
に
、
市
民
バ
ス
無
料
乗
車

証
と
薬
師
の
湯
無
料
日
帰
り
入
浴
利
用

者
証
を
兼
ね
た「
ほ
っ
と
♨
き
ゃ
っ
す
る

パ
ス
」を
配
布
す
る
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
（
６
ペ
ー
ジ
参
照
）。
配
布
後
は
市

民
バ
ス
乗
車
時
に
こ
の
パ
ス
を
乗
務
員

に
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

※
ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス
で
は
「
ほ
っ
と
♨

き
ゃ
っ
す
る
パ
ス
」を
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

問
長
寿
課　

0
２
２
︱
１
３
６
１

　

宮
城
交
通
で
運
行
し
て
お
り
ま
す
永

野
線（
白
石
駅
～
永
野
～
村
田
営
業
所
）

は
、
利
用
者
の
減
少
が
著
し
く
不
採
算

路
線
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
経
営
再
建

計
画
の
一
環
と
し
て
、
本
年
４
月
１
日

以
降
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

利
用
者
の
皆
様
に
は
不
便
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
白
石
駅
～
永
野
間
が
減

便
と
な
り
ま
す
が
、
午
前
７
時
台
の
便

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
す
。

問
宮
城
交
通
株
式
会
社　

村
田
営
業
所

　

0
０
２
２
４
︱
８
３
︱
２
０
４
４

　

県
税
・
市
税
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
電
話
加
入
権
の
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

●
日
時　

３
月
15
日（
木
）10
時
～

●
場
所　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

　
　
　
　

１
０
３
会
議
室
（
１
階
）

●
参
加
資
格　

個
人
・
法
人
を
問
わ
ず

原
則
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
公
売
方
法　

入
札

●
持
参
す
る
物　

印
鑑
（
法
人
の
場
合

は
代
表
者
印
）、
委
任
状
（
代
理
人
の

場
合
）、
買
い
受
け
代
金

※
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

前
日
に
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
収
納
管
理
室　

0
２
２
︱
１
３
１
３

　

宮
城
県
大
河
原
県
税
事
務
所

　

0
０
２
２
４
︱
５
３
︱
３
１
１
４

■
平
成
18
年
中
に
家
屋
の
取
り
壊
し
や

所
有
権
移
転
な
ど
を
行
っ
た
方
へ

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
に
土

地
や
家
屋
、
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い

る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
19
年
１
月
１
日
現
在
、
家
屋
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊
し
て
い
る

場
合
（
登
記
の
有
無
は
問
い
ま
せ
ん
）

や
売
買
や
相
続
な
ど
で
所
有
者
に
変
更

が
生
じ
た
場
合
、
土
地
や
建
物
の
用
途

を
変
更
し
た
場
合
は
、
税
務
課
固
定
資

産
税
係
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

■
平
成
19
年
度
固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
を
実
施
し
ま
す

　

４
～
５
月
の
２
カ
月
に
わ
た
り
、
平

成
19
年
度
の
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

（
※
１
）」
と
「
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

（
※
２
）」
を
税
務
課
の
窓
口
で
縦
覧
し

ま
す
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）。

　

縦
覧
の
際
は
運
転
免
許
証
や
健
康
保

険
証
、
納
税
通
知
書
な
ど
、
本
人
確
認

の
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
代
理
人
の
方
は
委
任
状
も
併
せ
て

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
広
報
し
ろ
い

し
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
１
．
土
地
の
所
在
や
地
番
、
地
目
、

地
積
、価
格
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
２
．
家
屋
の
所
在
や
家
屋
番
号
、
種

類
、
構
造
・
床
面
積
、
価
格
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

問
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

0
２
２
︱
１
３
１
３

　

１
月
号
で
「
衰
え
な
い
振
り
込
め
詐

欺
」
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
が
、
最
近
、

新
聞
に
「
仙
北
で
税
の
還
付
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
と
み
ら
れ
る
60
件
も
の

不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
」
と
い
う
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
う
ち
２
件

で
２
３
０
万
円
の
被
害
が
発
生
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

　

１
月
～
３
月
は
申
告
（
準
備
）
期
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
電
話
が
あ

れ
ば
、
信
用
し
て
し
ま
う
の
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
市
に
お
い
て
も
、
１
月
に
７
件
の

不
審
な
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
電
話
の

相
手
は
「
白
石
市
税
務
課
の
加
藤
（
あ

る
い
は
玉
手
、
太
田
）」
と
名
乗
っ
て

い
た
そ
う
で
す
。
市
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、「
税
務
課
で
は
個
人
の
方
に
還
付

金
が
発
生
し
た
場
合
、
書
面
で
通
知
し

て
い
ま
す
。
還
付
金
は
口
座
に
振
り
込

む
か
、
窓
口
で
直
接
渡
し
て
い
ま
す
の

で
、
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
出
向
か
せ
る
よ
う
な
電
話
は
一
切
し

て
い
ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
当
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。」
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

税
の
還
付
以
外
で
も
、
振
り
込
め
詐

欺
は
い
ま
だ
に
衰
え
て
い
ま
せ
ん
。
事

例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。

事
例　

あ
る
日
、
泣
き
な
が
ら
「
お
父

さ
ん
、
ご
め
ん
な
さ
い
。」
と
謝
る
電

話
が
自
宅
に
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ど

う
も
娘
の
Ａ
子
の
よ
う
で
す
。

　

店
員
ら
し
き
男
性
が
「
あ
な
た
の
娘

さ
ん
は
高
価
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
万
引

き
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
学
校
と
警
察

に
届
け
る
つ
も
り
で
す
。
今
す
ぐ
お
買

い
上
げ
い
た
だ
く
の
な
ら
別
で
す
が

…
。」
と
憤
慨
し
て
い
ま
す
。「
代
金
の

２
０
０
万
円
を
今
す
ぐ
振
り
込
め
ば
、

今
回
だ
け
は
大
目
に
見
ま
し
ょ
う
。
ど

う
し
ま
す
か
？
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す

が
…
。

対
応　

こ
の
よ
う
な
電
話
が
突
然
入
っ

た
場
合
、
ご
両
親
は
さ
ぞ
仰
天
さ
れ
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
振
り
込
め
詐
欺
は
親

心
に
も
つ
け
込
み
ま
す
。
次
の
よ
う
に

対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

①
慌
て
ず
に「
折
り
返
し
連
絡
し
ま
す
。」

と
言
っ
て
相
手
の
店
名
や
所
在
地
、

電
話
番
号
、
担
当
者
名
な
ど
を
確
認

す
る
こ
と
。

②
携
帯
電
話
か
ら
の
電
話
や
、
店
の
所

在
地
が
不
明
確
で
こ
ち
ら
か
ら
連
絡

で
き
な
い
よ
う
な
場
合
、
非
常
に
怪

し
い
の
で
警
察
に
連
絡
す
る
と
と
も

に
、
お
子
さ
ん
と
連
絡
可
能
で
あ
れ

ば
、
そ
ち
ら
に
も
確
認
を
取
る
こ
と
。

　

こ
の
事
例
以
外
に
も
、「
ご
主
人
が

痴
漢
行
為
を
し
た
」、「
交
通
事
故
を
起

こ
し
た
」、「
娘
が
あ
な
た
の
息
子
に
妊

娠
さ
せ
ら
れ
た
」
な
ど
と
言
っ
て
お
金

を
振
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
が

あ
り
ま
す
。

　

常
日
ご
ろ
か
ら
、
家
族
間
で
合
言
葉

を
作
っ
て
お
く
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。

市
民
の
皆
さ
ん
、
不
審
な
電
話
に
は
十

分
ご
注
意
を
！

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
は
、
性
別
、
職
業
や
収

入
に
関
係
な
く
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
民
年
金
の
被

保
険
者
は
３
つ
の
種
別
に
分
か
れ
て
お

り
、
就
職
や
転
職
、
結
婚
な
ど
に
よ
っ

て
異
動
が
生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度

届
け
出
が
必
要
で
す
。

●
第
１
号
被
保
険
者

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
自
営
業
者
や

農
業
従
事
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
な

ど
（
そ
の
配
偶
者
を
含
む
）。
加
入
手

続
き
を
市
区
町
村
の
国
民
年
金
担
当
窓

口
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
18
年
度
の
保
険
料
は
月

額
１
３
、８
６
０
円
で
す
。

●
第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
。
加
入
手
続
き
は
、
勤
務

先
で
行
い
ま
す
。

●
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
の
夫
（
妻
）
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

妻
（
夫
）。

　

配
偶
者
の
勤
務
先
で
健
康
保
険
の
扶

養
手
続
き
と
一
緒
に
、
第
３
号
被
保
険

者
に
関
す
る
届
け
出
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

問
大
河
原
社
会
保
険
事
務
所

　

0
０
２
２
４
︱
５
１
︱
３
１
１
１

　

市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

　

0
２
２
︱
１
３
１
２

日時 場所
3月26日（月）
9:00～11:30、
13:00～15:00

小原公民館

3月27日（火）、
3月28日（水）
9:00～11:30、
13:00～15:00

市庁舎２階
第２会議室

※指定日に手続きでき
なかった方は、市庁舎１
階市民課総合窓口およ
び総合福祉センター内
長寿課で３月29日以降、
随時手続きできます。

平
成
19
年
度
白
石
市
奨
学
生
を

募
集
し
ま
す

３
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

春
の
火
災
予
防
運
動
週
間
で
す

ミ
ヤ
コ
ー
バ
ス
（
旧
宮
交
仙
南
バ
ス
）

無
料
乗
車
証
・
乗
車
券
を
交
付
し
ま
す

３
月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
は

山
火
事
予
防
運
動
期
間
で
す

軽
自
動
車
や
バ
イ
ク
、農
耕
車
な
ど
の
廃
車

手
続
き
は
３
月
中
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い

ご
存
じ
で
す
か
？

　

特
別
障
害
者
手
当
制
度
と

　

障
害
児
福
祉
手
当
制
度

３
月
・
４
月
は
異
動
の
時
期
で
す

　

～
節
目
、節
目
に
は
国
民
年
金
の

　
　

届
け
出
を
忘
れ
ず
に
！
～

宮
城
交
通
バ
ス「
永
野
線
」を

廃
止
し
ま
す

固
定
資
産
税
業
務
へ
の
協
力
の
お
願
い
と

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

電
話
加
入
権
の
公
売
を
実
施
し
ま
す


